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◆ 茨城で待望の憲法共同センター設立

　茨城県憲法改悪反対共同センターは、1月187日に結成総会を開き2月2日に設立報告集会が石岡市内で開催され、県内各地から約８０名が参加しました。県段階では全国で44番目の誕生です。

　設立に向け昨年9月から準備がすすめられ、憲法闘争を積極的に担おうとする労組や民主団体の共同組織として、茨城労連、新婦人、民医連、平和委員会、茨商連、農民連、憲法を守り生かす茨城ネットワークなど9団体で構成しています。茨城県憲法改悪反対共同センターは1月17日の総会で「運動を発展させる推進役」「思想信条を越えた共同を広げる」など３つの役割を担うことを確認しています。

報告集会では、田口正敏代表が「安倍退陣で改憲に動きが頓挫したように見えるが、そうではない」とあいさつ。
経過についての質疑では7名が発言し、自治労連は春闘の中で位置づけ憲法闘争センターを設置、1人１０筆を目標としていると発言。これからの決意や「元市長も賛同された」など運動の前進も語られ、「共同センターの誕生は画期的だ」との歓迎の声に包まれました。

　佐藤光雄日本平和委員会代表理事が「憲法運動の新しい発展をめざして」と講演。佐藤氏はアメリカの圧力で次々と海外派兵等ができる体制整備が進んでいる状況を詳細に報告、「苦しみの根源は安保」にあると述べ、学習や対話、宣伝が必要だと話されました。

◆ 共同センターの憲法リーフ(第3弾)
　■憲法改悪反対共同センターでは、これまで憲法リーフを2回、約320万枚を普及してきましたが、在庫切れになったため、情勢の変化に対応したリニュアル版を作製し、2月末に発行することになりました。初刷は１５０万部。

■安倍内閣から福田内閣にかわり、自衛隊の海外派兵恒久法が急浮上しているなかで、改憲に「賛成」の人や政治に関心の薄い人でも、読めばためになり、広げたくなるリーフです。また、新たに「恒久法」やくらしと憲法にも触れています。

■頒価は1部3円(送料別)とし、出来るだけ500部、1000部単位で申し込むようお願いします。

■申し込みに当たっては、送付先住所、郵便番号、電話番号、担当者、必要部数を記入し、ＦＡＸで申し込んでください。ＦＡＸ(０３－５８４２－５６２０)

◆ 埼玉　今年も元気に「９の日宣伝」

１月は４０か所３５１人でビラ１万枚署名２４２筆

０６年６月の教育基本法改悪反対のたたかいと結合した憲法を守る「９の日宣伝」は、各地でその後も毎月ねばり強く続けられ、普段の月で４０～５０か所、昨年１１月のように特に力を集中したときは７０か所～１００か所で一斉宣伝ができるようになりました。これは、全国的にも飛び抜けた取り組みであり注目を集めています。１月も、寒い中ではありましたが、３５１人が参加して４０か所で宣伝しました。

自民・民主合作の「海外派兵恒久法」が、今国会中にも実現するかも知れないという緊迫した情勢下で、０８国民春闘とも結合して、一層旺盛に取り組むことが求められています。２月もがんばりましょう。

■ 「栗橋駅はオレたちに任せろ」大利根町の９の日宣伝

０６年６月から毎月欠かさずにＪＲ栗橋駅西口で「９の日宣伝」に取り組んでいるのが大利根町９条の会と埼玉土建大利根分会の仲間たちです。１月は「いつもより少ない」ということですが９人が参加。土建主婦の会からも毎月参加しています。

女子高生が「チヨーヘイってなに？」と質問しながら署名。「彼氏がアメリカの戦争に連れて行かれることになるよ」と話すと「ウッヘー、チョーヤバ」といいながらも理解を深めてくれたようです。大利根は、昨年９条の会の小森陽一事務局長の講演会を開催。今年は「日本の青空」上映会を計画しています。

■ 「０８春闘と結合」　春日部労連

　１月３０日、埼玉会館大ホールで開催された埼玉春闘総決起集会で決意表明にたった春日部労連の小林議長は、春日部駅で毎月２０人以上参加して、ハンドマイクは交替で話すなど、色々な団体が力を合わせて「９の日宣伝」をやっている。今春闘でも憲法闘争と春闘をしっかり結合して取り組みますと報告し、参加者を激励しました。

◆ 東京　２・９「新春学習会」

２月９日（土）午後、生憎の雨模様の寒い日になってしまいましたが、会場の全水道会館は渡辺治（一橋大教授）、水島朝穂（早大教授）両先生のお話を聞こうと９５人が参加しました。
主催者を代表して自由法曹団東京支部長の島田先生が挨拶。島田氏は「昨年の憲法を守るたたかいの前進をお互いに確認しましょう。『恒久法』にもとづき自衛隊が海外に出て行ったらどうなるのか、今日しっかり学習して今後の運動の力にしていきたい」と挨拶しました。

■ 水島朝穂先生の講演　「国連の戦争」と自衛隊派兵恒久法

　首から下げた写真入り身分証明書を出して自衛隊の「倫理規定」から話しはじめた水島先生は、前事務次官の軍事企業との贈収賄をユーモラスに話しながら、警察予備隊が1950年に出来てからこの間、自衛隊を海外に出す法整備を、法律を作りつつ運用でやるという特異な発展をしてきた。警察予備隊が出来て今年で５８年目にして軍事法制を持った。アメリカの要求に沿って運用を次々と変えて、違憲と言ってきた「集団的自衛権」まで踏み込む姿勢を安倍内閣が打ち出したことにも言及。武器使用のエスカレートにも触れ、ＰＫＯ法案では小銃だった武器が、２００３年のイラク特措法では対戦車ミサイルまでエスカレートしてきたことも指摘。しかし、それでも1954年の政府解釈、「法制局見解」が足かせになっていることも指摘しました。

■ 渡辺治先生の講演　「福田・自公政権と改憲策動

　渡辺先生は「安倍内閣は『構造改革』を望む大都市部のホワイトカラー層と『構造改革』の犠牲となった農村部と２つの相反する支持基盤の上にあった」と指摘。そのうえで「昨年夏の参院選挙で大都市部では自民対民主の票差はほんのわずかで民主が自民に勝っただけだったが、『改革』で切り捨てられた地方の怒りが噴出し自民党は農村部で大きく後退した」と、数字をあげて説明しました。

参院選では①「構造改革」の怒りがハッキリした形で示された。②「構造改革」と軍事大国化をすすめる党を２つ作れ（財界）③二大政党制の枠（自・民で７０％前後得票率）が示された。「昨年の大連立は不発でおわったが、かならずまた出てくる」と指摘し、次の総選挙は決定的に大事であると述べました。

◆ 国公労連 　「９の日」宣伝　冷たい雨のなか、青年が力強く訴える

■ 憲法を守り活かし、平和と人権が大切にされる社会を

国公労連は２月１２日、東京・JR新橋駅前で「９の日」宣伝行動を行い、冷たい雨のなか、国公労連本部と各単組本部から２０人が参加しました。

　「私は、憲法９９条によって憲法尊重擁護義務を負っている国家公務員労働者の立場から、政府がすすめている憲法改悪に反対する訴えをします」と国公労連青年協議長の笠松鉄兵さんが元気に弁士スタート。笠松さんは、福田内閣が国民の声には耳を傾けず、参議院で新テロ特別措置法を自民・公明が再可決し成立させたことを批判。医療や年金制度の改悪、劣悪な勤務条件で働かされる派遣やパート、臨時など非正規雇用労働者の増大、懸命に働いても人間として最低の生活さえ保障されないワーキングプアなど、国民の命と暮らしが脅かされている現在の国民生活を指摘し、「一人ひとりが、９条守れ、憲法を守れの声をあげれば改憲を止めることができます。憲法を守り、活かし、平和と人権が大切にされる日本の社会をともにつくっていきましょう」と呼びかけました。

■ 命と健康を守る医療労働者も訴え

国立病院ではたらく医療労働者で組織する全医労の青年は、「国民の命と健康を守る医療労働者は、憲法９条を守るために、国民のみなさんと一緒にたたかいます」と元気に訴えました。青年たちの訴えに、新橋駅前を行き交う多くのサラリーマンが足を止めて、耳を傾けていました。今回は３月１日のビキニデーを前に「核兵器廃絶、核兵器のない世界を」のビラも配布しました。

国公労連本部は、３月10日昼には女性協と共同で、憲法署名も呼びかける「９の日」宣伝行動を予定しています。
■ 群馬・高崎地区国公で「憲法いっせい行動」を展開！

毎月「９の日」に実施する「憲法改悪反対全国統一宣伝行動」は、県国公だけではなく、地区国公にも広がっています。

「保守王国」と言われている群馬県高崎地区国公は、からっ風が吹く寒空の下、１月9日、高崎駅の高島屋前で０８年最初の“憲法いっせい行動”をおこないました。高崎地区労会議、ＪＭＩＵ群馬など民間の仲間とも一緒に、「９条を守ろう、新給油法はいらない！教え子・子どもたちを再び戦場に送りたくない。自衛隊の海外派兵はムダだ！」などを訴えました。参加者から「今日も良く受け取ってくれた。30回以上やってきたから浸透してきたんだろう」という声が上がった。参加者みんなうなずいていた』との感想が寄せられました。

◆ 全労連が500万署名・憲法網の目キャラバンを全国で推進
　1月24日の第42回全労連評議委員会初日終了後、単産・地方代表者会議を開催し、今井常幹が憲法網の目キャラバン実施要綱のポイントと500万署名の到達点と推進の手だてについて報告、各県で主体的に大きく構えた行動にしてほしい」と強調。参加者からは次のような発言がありました。

(神奈川) 憲法25条を含む「憲法キャラバン」でとしたい。

(福島) 憲法キャラバンについては、職場で憲法のとりくみを広げる力にしたい。また自治体申入れをきちんとやって、草の根の県民を励ますようなキャラバンにしたい。共同センターは県内に7あり、今がけ憲法闘争の正念場だ。

(長崎) 全県キャラバンの経験がないので、2月末の地域総行動をキャラバンの予行練習のつもりで取り組み5月には実施したい。

(島根) 署名は5万目標で年内に20858筆集めた。福保労や国公労連が頑張っている。地域9条の会と共同センターの連携を取り合った運動も広がっている。署名については県民過半数を3年でやりきる。憲法キャラバンは広範な団体と共同する契機になる。松江では毎年教会の神父さんが中心となり自治労青年部や社民党のみなさんとも一緒に集会をしている。5月3日のピースメークのつどいも年々参加者が増えてきている。「日本の青空」の上映会も反響がよい。大田市では400枚券が売れて350人が来た。江津市ではで800枚の販売をめざしており、共同センターもできた。

(自治労連) キャラバンでは首長申入れが大事だ。憲法9条、憲法25条、ナショナルミニマムを守るには地方財政が大事。申入れの際、地方財政の話をすれば話ははずむ。自治労連は地方財政の提言を作成した。公立病院を守ることも憲法25条の中の大事な課題だ。

(群馬) 「今回のキャラバンは県労連が主体」とのことだが、縦断キャラバンの何が目的で何をするのか、また県労連はそこにどのようにかかわるのかが分からない。キャラバンは宣伝カーを引き継ぐだけでも大変。数日間のキャラバンと言われてもぴんと来ない。

(静岡) 講演会やシンポジウムが提起されているが、これには準備が必要。また憲法会議はすでに学習会を計画している。静岡では昨年12月末「日本の青空」の上映運動が一区切りついた。「お茶の間鑑賞会」をしないと間に合わないほど反響があり13,332人が観た。靖国派の「日本の憲法は押し付けられたものだ」という主張が間違っていることが分かったと言う感想文が多かった。ビデオかDVDを作って普及してほしい。

(埼玉) 埼玉では教員キャラバンも障害者キャラバンもある。これ以上キャラバンが増えると、対応する自治体も組合員も飽きてくる。国民投票法が成立したことで憲法闘争は新たなスタートを切った。署名は有権者過半数に照準を当てるべきだ。キャラバンは形にとらわれずにやることが求められる。憲法宣伝は毎月9日前後で県内4～50箇所で宣伝し、70箇所を越えるときもある。署名については幹事会で毎月到達点を確認している。

(岩手) 憲法闘争について、平和憲法守る岩手の会は社民ブロックと一緒に運動している。署名は27万筆集めたが、労働部隊が集めたのはそのうちの2万筆程度。今後、目標の一人5筆をやりきって達成したい。キャラバンは9条一本ではないのか？またリーフはもうちょっと若向きにしてほしい。

　最後に、出されて意見について、今井常幹が「『キャラバン』の名称はコースで自治体を訪問するイメージになるので、適切な名前を自由に検討していただいて結構。キャラバンはあくまで各県における取り組みを基本に全労連と単産が必要に応じて支援するものである。憲法25条を位置づけた取り組みとして宣伝物等準備する」とまとめ、500万憲法署名と憲法網の目キャラバン推進の重要な意思統一の会議となりました。

　短信･ホットライン　　
◆ 共同センターが海外派兵恒久法学習会

究極の解釈改憲と言われる海外派兵恒久法はどんな内容とねらい？憲法9条と海外派兵恒久法との関係は？どうすれば憲法改悪をストップできる？
○ 日　時　３月２７日（水）１８：３０～２０：４５

○ 場　所　全労連会館２階ホール(ＪＲ御茶ノ水駅下車徒歩８分)

○ 講　師　渡辺治氏(一橋大学大学院教授・「九条の会」事務局担当)

○ テーマ　「憲法をめぐる現局面と海外派兵恒久法」

○ 定　員　２００人
○ 参加費　無料

小林議長の決意表明









































